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１ 目的 

概算数量発注方式（以下、「本方式」という。）は、設計積算業務の簡素化による円滑な事

業執行の促進や、施工時期の平準化を図ることを目的とする。 

本要領は、本方式における積算の考え方等について定めたものである。 

 

２ 定義 

用語については、以下のとおり定義する。 

（１） 概算数量発注方式とは、当初設計の数量を概算数量により積算し、契約後、工事現

場での取合い等を精査の上、設計数量の確定を行い、契約変更を行うものをいう。 

（２） 「概算数量」とは、次に示すいずれかの方法で算出された設計数量をいう。 

ア 平面図や標準横断面図等から数量を示し、これにより算出した設計数量 

イ 詳細設計業務の成果によらず算出した設計数量 

（３）「設計変更資料」とは、工事施工前に施工範囲の確認、現地測量及び設計照査を行っ
た結果を基に作成する施工数量の根拠となる平面図、横断図（標準横断面図）、構造図、
工種別集計等の図面及び数量計算書をいう。 
 

３ 本方式の適用範囲 

（１）世田谷区が施行する土木工事 

（２）構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工事（舗装工、排水工、区画線工、防

護柵工、浚渫工等）。なお、複雑な構造計算及び工法の比較検討等を必要とする工事に

は適用しない。 

 

４ 積算 

（１） 数量 

数量は、標準横断面図において幅、⾧さ、断面積等の数値を示し延⾧を乗じて算出し

た数量を基本とする。各工種の数量は目的物を構築するために必要な土工、運搬工など

の工種を含む全ての工種を計上するものとする。 

（２） 積算 

工種毎の延⾧、面積、構造等を概算数量で算出したものについて、工種毎に積算して

いくこととする。これは、従来の積算する方法と変わりはない。 

 

５ 発注図書 

（１） 当初設計書 

① 当初設計書 



概算数量発注方式は当初設計時の数量を「概算数量」とするが、施工に必要な起終

点等の工事範囲や内訳を図面、設計書に明示することは、従来の発注方式と変わるも

のではない。 

②  設計変更資料作成費 
受注者が施工前に行う設計変更資料の作成費用を「設計変更資料作成費」とし、

原則、「技術管理費」に別途計上すること。 
なお、現地調査及び測量に要する費用は、通常行う設計図書の照査の範囲内であ

るため、共通仮設費率（準備費）に含まれる。 
（２） 設計図面 

設計図面には、既存の資料として存在する図面等を用いるものとし、各工種の数量の後

ろに（概算数量）と記載する。 

また、図面に以下を記載する。 

 

（３） 工期 

ア 工期の算定は概算数量により想定される施工日数をもとに、適切に計上する。 

イ 工期の算定にあたり、標準工期に加え設計変更資料作成の期間として１５日を標準

として見込むことが出来る。 

（４） 起工書への記載 

起工書の「その他」に「概算数量発注方式工事」であることを記載。 

（５） 案件公表時の記載 

発注案件表において、「備考」欄等に以下のように記載する。 

・本案件は、「概算数量発注方式」対象工事です。 

（６） 特記仕様書 

特記仕様書には、以下の内容を記載する。 

項目 特記仕様書の記載例 

概算数量

発注方式 

 

（１）概算数量発注方式 

ア 本工事は、概算数量発注方式の対象案件である。 

イ 本方式は、「概算数量発注方式実施要領」に基づき行う。 

なお、実施要領は、世田谷区ホームページから入手できる。 

（https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/009/002/003/d00131423.html） 

（２）数量について 

ア 本工事は、平面図や標準横断面図等から数量を算出した概算数量により積

算したものである。 

イ 設計図面は、各工種の数量の後ろに（概算数量）と記載している。 

（３）契約後数量について 

ア 契約後においては、工事着手前に、受注者が現地調査、測量等を行い、設

計変更資料を作成し、数量を確定すること。 

イ 設計変更資料の作成に要する費用については、「設計変更資料作成費」に

本図面においての数量は、概算数量発注方式に基づき算出した概算数量である。 



計上されている。なお、現地調査及び測量に要する費用は、通常行う設計
図書の照査の範囲内であるため、共通仮設費率（準備費）に含まれる。 

（４）設計変更について 

  ア 設計変更は、工事請負契約設計変更ガイドライン（土木工事編）に基づき

行う。 

 

 

６ 施工及び設計・契約変更 

設計変更にあたり、契約後に、受注者が現地調査、測量等を行い、数量を確定し、設計変

更を次のとおり行うものとする。 

（１）設計変更は、工事請負契約設計変更ガイドライン（土木工事編）に基づき行う。 

（２）変更理由は「概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更」とする。 

（３）施工は、事前に受注者が現地調査、測量等を行い、設計変更資料を作成し、数量が確

定後、工事請負契約設計変更ガイドライン（土木工事編）に基づき手続きが完了後、施

工すること。（「７ 手続きのフロー」を参照）。 

（４）設計変更資料の作成に要する費用については、当初設計の「設計変更資料作成費」に
原則計上されている。なお、現地調査及び測量に要する費用は、通常行う設計図書の
照査の範囲内であるため共通仮設費率（準備費）に含まれる。 
 

７ 手続きのフロー 

本方式による設計積算及び工事施行に伴う一連の手続きについて、次項のとおりフロー

に示す。 

  



手続きフロー 
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入札契約手続き等、「概算数量発
注方式実施要領」を明示 

概算数量発注方式実
施要領をもとに入札
見積り 

現場での施工内容を踏まえ、対象工種の変更図面・
数量を整理 

現地調査、測量等を行
い、工事請負契約設計
変更ガイドライン（土
木工事編）を基に、設
計変更資料を作成、変
更数量の確定 

工事請負契約設計変更ガイドライン（土木工事編）に基づき、設計変更協議 

一般変更 一括変更（世田谷区工事施行規程第二十四条第 3 項） 

設計変更協議を受
け、受注者と協議
した変更図面及び
数量に基づき、概
算数量から積上げ
計上に変更対応 

概算数量から積上げ
計上に変更数量作

成・承諾書 

現況報告書等作成 

設計変更契約手続き 

工事着手、施工 

必要に応じて設計変更 一括変更契約手続き 

出来形に応じて検査合格を受け、竣工図を納品 


